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[令和３年度７号補正]



令和３年度　会計別予算総括（令和３年８月補正後）
※専決処分

（単位：千円）

118,368,990 716,880 119,085,870 △ 21.9

85,911,733 85,911,733 9.8

23,135,300 23,135,300 2.1

227,416,023 716,880 228,132,903 △ 10.0

会計別 補正前予算額 補正予算額 補正後予算額
前年度
同期比
　　　％

一 般 会 計

特 別 会 計

企 業 会 計

合 計

　今回の補正予算は、一般会計において、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止を図るため、長崎県内全域を対象とした飲食店及び遊興施設への営

業時間短縮要請に伴う協力金を支給するための飲食店営業時間短縮要請協力

金給付事業費７億１，６８８万円を計上いたしております。

　なお、この対応に早急に取り組む必要があったことから、所要額の追加に

ついて地方自治法第１７９条の規定により専決処分しました。
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令和３年８月補正予算（専決処分）の概要

１．一般会計 千円

№

716,880 0 0 716,880 0 0 0

716,880

区 分 事 業 名 予 算 額 事 業 内 容 担 当 課国 庫
支 出 金

地 方 創 生
臨時交付金
（ 国 庫 ）

県
支 出 金

市 債 そ の 他
一 般
財 源

1
感染拡大防
止と生活の
安定

飲食店営業時間短縮要
請協力金給付事業費 716,880 716,880 0

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、要請に
応じて営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、協力金
を支給するもの

　【要請内容】
　
　　・長崎県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び
　　　遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の
　　　営業（午後7時以降の酒類の提供）を行わないよう要請
　
　　　※「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証店は、午後
　　　　　9時までの営業時間短縮を要請（酒類の提供は午後8時
　　　　　まで）

　【要請期間】
　
　　・令和3年8月10日（火）～8月23日（月）［14日間］

　【対象区域】
　
　　・長崎県内全域

　【対象施設】
　
　　・食品衛生法の飲食店、喫茶店営業許可を受けている飲食
　　　店及び遊興施設（飲食スペースを有するもの）

　【支給対象】
　
　　・要請期間の全期間において営業時間短縮に協力いただい
　　 た店舗

　【支給金額】
　
　　①中小企業（個人事業主含む）
　　　前年度または前々年度の1日あたりの売上高に応じて支給

　　　　　　（1日あたり売上高）　　　　　　（1日あたり支給額）
　　　　83,333円以下　　　　　　　　　　　 　　　　　　　25,000円
　　　　83,333円超～250,000円未満　　1日の売上高の30％
　　　　250,000円以上　　　　　　　　　　　　　　　　 　75,000円

　　②大企業
　　　1日あたりの売上減少額の40％を支給
　　　ただし、「200,000円／日」または「前年度または前々年度
　　　の1日あたりの売上高／日の30％」のいずれか低い方を
　　　上限とする
　　　　※①中小企業（個人事業主含む）でもこの計算方法を
　　　　　選択可能

　【協力金支給額】　　711,900千円
　
　　・給付想定事業者数　 1,453事業者（内訳は次のとおり）
　
　　　①中小企業（個人事業主含む）
　　　　　（83,333円以下）
　　　　　　　432,250千円（25千円×14日×1,235事業者）
　
　　　　　（83,333円超～250,000円未満）
　　　　　　　152,250千円（75千円×14日×145事業者）

　　　　　（250,000円以上）
　　　　　　　46,200千円（75千円×14日×44事業者）

　　　②大企業
　　　　　　　81,200千円（200千円×14日×29事業者）
　
　【事務経費】　　4,980千円

観光商工部
商工労働課

　　新型コロナウイルス感染症対策によるもの　　計 716,880

新型コロナウイルス感染症対応
事業　　計
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◎市債現在高（令和３年８月補正後） （単位：千円）

会計
令 和 ２ 年 度 末
現 在 高 見 込

令 和 ３ 年 度 中
発 行 額

令 和 ３ 年 度 中
償 還 額

令 和 ３ 年 度 末
現 在 高 見 込

市民１人あたり
の 額 （ 円 ）

一 般 会 計 100,490,767 10,695,100 10,021,401 101,164,467 414,614

特 別 会 計 18,110,030 2,983,900 1,889,679 19,204,251 78,706

住 宅 7,747,291 2,039,300 631,762 9,154,829 37,520

卸 売 市 場 1,256,107 231,984 1,024,123 4,197

集 落 排 水 176,096 18,488 157,608 646

工 業 団 地 1,627,986 13,746 1,614,240 6,616

港 湾 整 備 1,008,697 17,000 135,620 890,077 3,648

臨 海 土 地 造 成 329,398 93,202 236,196 968

母 子 父 子 寡 婦 福 祉
資 金 貸 付 事 業

138,458 138,458 567

病 院 資 金 貸 付 事 業 5,825,997 927,600 764,877 5,988,720 24,544

合 計 118,600,797 13,679,000 11,911,080 120,368,718 493,320

※令和3年3月31日現在の住民基本台帳人口 243,997 人
　　　　　　　　　　令和3年度中発行額には、前年度からの繰越額を含む場合がある。
　　　　　　　　　　表示単位で四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

◎基金現在高（令和３年８月補正後） （単位：千円）

積立 繰入

減 債 基 金 3,386,168 16,769 1,578,560 1,824,377

財 政 調 整 基 金 4,909,811 28,783 1,280,225 3,658,369

災 害 補 て ん 基 金 269,310 30,189 0 299,499

奨 学 基 金 450,366 34,870 20,880 464,356

交 通 安 全 基 金 1,875 2 544 1,333

福 祉 基 金 737,240 1,865 23,364 715,741

教 育 文 化 振 興 基 金 215,558 1,816 18,543 198,831

ふ る さ と 創 生 基 金 112,470 113 28,225 84,358

交 通 遺 児 救 済 基 金 55,074 256 269 55,061

合 併 市 町 村 振 興 基 金 1,935,152 1,934 238,070 1,699,016

市 民 公 益 活 動 団 体
自 立 化 支 援 基 金

30,337 51 0 30,388

子 ど も 未 来 基 金 286,078 786 4,030 282,834

過 疎 地 域 自 立 促 進
特 別 事 業 基 金

264,960 265 0 265,225

施 設 整 備 基 金 4,420,490 17,480 575,784 3,862,186

暴 力 追 放 推 進 基 金 20,227 21 0 20,248

ふ る さ と 佐 世 保 元 気 基 金 2,417,375 1,138,389 611,824 2,943,940

学 校 施 設 整 備 基 金 10,094 11 0 10,105

森 林 環 境 譲 与 税 基 金 27,617 10,818 0 38,435

小 計 19,550,202 1,284,418 4,380,318 16,454,302

住 宅 基 金 867,517 868 0 868,385

佐 世 保 市 等 地 域 交 通 体 系
整 備 基 金

221,379 223 19,855 201,747

国民健康保険財政調整基金 2,172,778 2,279 100,000 2,075,057

土 地 開 発 基 金 1,384,095 1,185 0 1,385,280

競 輪 事 業 基 金 705,899 706 1 706,604

佐世保市地方卸売市場移転
整 備 基 金

200,555 185 30,000 170,740

佐 世 保 市 介 護 保 険 給 付 費
準 備 基 金

1,609,968 92,896 63,169 1,639,695

競 輪 施 設 整 備 基 金 3,090,592 404,219 122,750 3,372,061

合 計 29,802,985 1,786,979 4,716,093 26,873,871

　　　　　　　　　　※表示単位で四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

基金名
令 和 ２ 年 度 末
現 在 高 見 込

令和３年度中増減額 令 和 ３ 年 度 末
現 在 高 見 込
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